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緊急事態宣言要請に伴う始業式・入学式の延期について 

 

 

 平素は、本市教育行政並びに学校教育活動の推進に格別のご理解とご協力をいただき誠にあり

がとうございます。 

新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、首都圏のほか、大阪府や兵庫県といった近隣府県をは

じめとした７都府県に対し、緊急事態宣言が出される中、京都府においては、｢緊急事態宣言｣対

象に追加するよう要請を表明するなど、感染拡大防止対策が、さらに強化されつつあります。 

つきましては、４月９日付で小学校の始業式・入学式の実施についてお知らせしたところです

が、対策強化のため延期とさせていただくとともに、下記のとおりの対応をとらせていただきま

す。 

 急な変更ばかりでご迷惑をおかけしますが、趣旨をご理解いただきご協力くださいますよう、

よろしくお願いします。 

 

 

記 

 

 

 １ 臨時休業の期間  令和２年４月６日（月）から５月６日（水）まで(変更ありません) 

 

 ２ 始業式・入学式  臨時休業終了後に延期 

 

３ 保 護 者 来 校 日   

(１) 令和２年４月１４日(火)、１５日（水） ８時３０分～１７時００分 (全学年) 

教科書・学習課題・連絡プリント等をお渡しします。 

第１学年保護者には、家庭環境調査書等も持ち帰っていただきます。 

(２) 令和２年４月２１日(火)、２２日（水） ８時００分～１７時００分 (第１学年) 

記入いただいた家庭環境調査書等を提出していただきます。 

   ※本校体育館前に受付を設置しておりますので、来校後体育館前にお越しください。 

   ※近隣住民への迷惑となりますので、車での来校はご遠慮ください。 

   ※来校日につきましては、別紙を参照し、内容をよくご確認のうえ、ご来校ください。 

 



４ 臨時休業中の過ごし方について 

（１） 毎朝の検温や日々の健康観察等、お子様の健康管理についてご留意ください。 

（２） 感染防止のため不要な外出は控えてください。なお、やむを得ず外出する場合は、

人が多く集まる場所を避けるようにし、３つの密｢密閉空間、密集、密接場面｣とな

らないようにご注意ください。 

（３） 丁寧な手洗い、うがい、こまめな換気を行ってください。 

（４） 学校から出された学習課題を実施するとともに、これまでの学習について復習をす

るなどして、毎日の学習習慣を保つようにしてください。 

 

 ５ その他 

・小学校預かり教室、留守家庭児童会は引き続き実施しますが、感染拡大防止の観点から 

できる限りご家庭でお過ごしいただきますようお願いします。 

・４月１３日(月)は、これまで同様、小学校預かり教室と留守家庭児童会を合わせて実施 

します。 

・４月１４日(火)・１５日(水)は、午前８時より留守家庭児童会のみ実施します。 

・４月１６日(木)以降は、午前８時から午後３時まで小学校預かり教室、午後３時以降は

留守家庭児童会を実施します。 

・４月２１日(火)・２８日(火)に予定していた児童登校日は実施しません。 

・始業式・入学式の日程については、後日、お知らせします。 

・臨時休業日の終期については、今後の状況に応じて変更することがあります。 

 

６ 連絡先 

・田辺小学校 

   ０７７４－６２－００４４（平日午前８時３０分から午後５時） 

・京田辺市教育委員会     

０７７４－６４－１３２５（平日午前８時３０分から午後５時１５分） 

・京都府保健所内 帰国者・接触者相談センター 

０７７４－２１－２９１１ 

（山城北保健所内 平日午前８時３０分から午後５時１５分） 

・京都府専用窓口 帰国者・接触者相談センター 

    ０７５－４１４－４７２６（２４時間受付 土・日・祝日も開設） 

・厚生労働省 電話相談窓口 

   ０１２０－５６５６５３（午前９時から午後９時 土・日・祝日も開設） 

 


